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2021 年 7 月 29 日 

 

各  位 

不動産投資信託証券発行者名 

日本プライムリアルティ投資法人 

代表者名 執行役員 城﨑 好浩 

（コ－ド番号 8955） 

資産運用会社名 

株式会社東京リアルティ･インベストメント･マネジメント 

代表者名  代表取締役社長  城 﨑 好 浩 

問合せ先  取締役財務部長  埜 村 佳 永 

（TEL. 03-3516-1591） 

 

規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

日本プライムリアルティ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会におきま

して、下記のとおり、規約一部変更及び役員選任に関して、2021 年 9 月 7 日開催予定の本投資法人の投

資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたし

ます。 

なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となります。 

 

記 

 

1. 規約一部変更の主な内容について 

(1) 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みま

す。以下「投信法」といいます。）第 93 条に基づき、現行規約第 13 条第１項において

投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はそ

の投資主総会に提出された議案（互いに相反する趣旨の議案を除く。）について賛成す

るものとみなす旨を定めています（いわゆるみなし賛成制度）。一方、昨今の不動産投

資法人における少数投資主からの議案提案に関する議論に鑑み、投資主の利害関係及

び投資法人のガバナンス構造に大きく影響を与え、かつ、相反する趣旨の議案の提出

が性質上難しい重要な議案や、投資主と投資法人の役員や資産運用会社との間で重大

な利益相反が生じる可能性が高い重要な議案に対して議決権を自ら行使しなかった投

資主が、上記の「みなし賛成」の適用により、当該重要議案について賛成するものと

みなされることは、投資主全体による熟慮を通じた投資主の多数意思に従った判断を

伴わずに、その議案が可決される可能性があることになります。そのため、上記の観

点から重要な議案、具体的には(1)執行役員又は監督役員の選任又は解任、(2)投資法人

による資産の運用に係る委託契約の締結又は解約、(3)解散、(4)投資口の併合、(5)執行

役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除という重要な議案については、所定の手

続きに基づいて、少数投資主又は本投資法人から事前に反対の明確な意思が表明され

た場合に「みなし賛成」を適用しないこととする変更を行うことが適切であるとの結

論に至りました。事前に反対の意思を表明できる主体は、公正性、公平性の観点か

ら、一定の資格要件を備えた少数投資主及び本投資法人とします。反対意思を表明す

る場合の手続き要件は、①少数投資主については、一定の期間内における本投資法人
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の双方）への通知とし、②本投資法人については、招集通知への記載又は本投資法人

のウェブサイトにおける公表とします。以上の内容による「みなし賛成」の一部適用

除外を定めるとともに、これに伴い必要となる変更を行うため、「みなし賛成」に関す

る規定について変更を行うものです。（変更案第 13 条第３項及び第４項関係） 

(2) 資産の運用に係る業務の委託先について、規約上で確認するため、資産運用会社名につ

いて規定するものです。（現行規約第 38 条関係） 

(3) 法令番号を除き、暦年の表記を和暦表記から西暦表記に変更を行うものです。（改正履

歴関係） 

(4) その他、必要な条文整備等のために、所要の変更を行うものです（現行規約第 41 条及

び第 42 条）。 

（本件の詳細については、別紙「第 13 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

2. 役員選任について 

 執行役員 1 名（城﨑好浩）及び監督役員 2 名（出縄正人、草薙信久）は、本投資主総会の終結の

時をもって任期満了となりますので、本投資主総会に執行役員 1 名（候補者：城﨑好浩）及び監督

役員 3 名（候補者：出縄正人、草薙信久、及び池邊このみ）の選任についての議案を提出するもの

です。 

また、執行役員及び監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1

名（候補者：埜村佳永）及び補欠監督役員 1 名（候補者：川口明浩）の選任についての議案を提出し

ます。 

 

(1) 執行役員候補者 

城 﨑 好 浩（重任） 

※  候補者は、株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント代表取締役長 

を兼務しております。 

上記を除き、候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。 

 

(2) 補欠執行役員候補者 

埜 村 佳 永（重任） 

※  候補者は、株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント取締役財務部

長兼企画・管理部長を兼務しております。 

上記を除き、候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。 

 

(3) 監督役員候補者 

出 縄 正 人（重任） 

草 薙 信 久（重任） 

池 邊 このみ（新任） 

※  候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。 

 

(4) 補欠監督役員候補者 

川 口 明 浩（重任） 

※  候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。 

 

（本件の詳細については、別紙「第 13 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 
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3. 投資主総会の日程 

2021 年 7 月 29 日 投資主総会提出議案の役員会承認 

2021 年 8 月 19 日 投資主総会招集ご通知の発送（予定） 

2021 年 9 月 7 日 投資主総会（上記の規約一部変更及び役員選任等を付議）（予定） 

 

以 上 

【別紙】第 13 回投資主総会招集ご通知 
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